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個人住民税特別徴収Ｑ＆Ａ 

Ｑ１  個人住民税の｢特別徴収｣とは何ですか？ 

Ａ１  従業員の方々の利便性の向上を図る目的から、事業者（給与支払者）の方が、

毎月の給与を支払う際に所得税などと同様に、個人住民税を徴収して（差し引

いて）納入していただく制度です。 

 

Ｑ２  今まで特別徴収をしなくてもよかったのに､何が変わったのですか？ 

Ａ２  地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者については、従業員の個人

住民税を特別徴収しなければならないことになっています。 

 法令改正があったわけではなく､今までもこの要件に該当する事業者につい

ては特別徴収をしていただく必要があり、今回、埼玉県と県内全市町村が、法

令遵守のため、特別徴収の一斉指定を行うこととなったものです。 

 

Ｑ３  手間が増えるので特別徴収は行いたくないのですが？ 

Ａ３  事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないこと

は､法令上認められません｡地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たし

ていただくためにご理解とご協力をお願いします。 

 

Ｑ４  すべての事業者が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか？ 

Ａ４  本来､給与の支払いをする際に､所得税を源泉徴収して国に納付する義務が

ある事業者は､原則として､個人住民税についても特別徴収を行っていただく

必要があります｡ 

 埼玉県の全市町村で一斉に平成２７年度から特別徴収義務者の指定を実施

しています。 

 ただし、次の理由【普Ａ～普Ｆ】に該当する場合は､普通徴収にすることが

できます。 

普Ａ 給与を支給する総従業員数（他の市町村を含む全従業員数）が２人以下。 

   ただし､次の普Ｂから普Ｆの要件に該当する者を除く人数とする。 

普Ｂ 他の事業所から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。 

普Ｃ 給与が少なく税額が引けない。 

普Ｄ 給与の支払いが不定期。 

普Ｅ 個人事業主の方の親族など専従者給与が支給されている。 

普Ｆ 退職者又は給与支払報告等を提出した年の５月３１日までの退職予定  

  者。 
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Ｑ５  埼玉県外から通勤している従業員についてはどうしたらよいですか？ 

Ａ５  原則としては特別徴収となります。他都道府県でも個人住民税の特別徴収

徹底の取組を行う市町村が増えてきていますので、該当の市町村へお問い合

わせください。 

 

Ｑ６ 
 どうして他の都道府県の市町村から特別徴収義務者として指定されない

のですか？ 

Ａ６  法令で定められているため､市町村は原則として特別徴収義務者に指定し

なければなりません。他の市町村で指定されていない場合は､該当する市町

村へお問い合わせください。 

 

Ｑ７ 
 従業員から、「給与から特別徴収（差し引き納入）ではなく自分で納付し

たい」といわれているのですが？ 

Ａ７  法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定します

ので､従業員が個々に徴収方法を選択することは認められておりません。 

 

Ｑ８ 
 パートであり､近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければ

なりませんか？ 

Ａ８  パートや非常勤職員であることにかかわらず、所得税の源泉徴収義務があ

り、４月１日現在在職されている人はすべて特別徴収の対象となります｡ 

 しかし､近いうちに退職する予定がある人は､普通徴収にすることができ

る場合がありますので､給与支払報告書の提出時に普通徴収切替理由書に記

載して提出してください。 

 

Ｑ９ 

 ４月に退職した従業員がいます。この従業員について、市町村から送られ

てきた特別徴収税額決定通知書に記載がありますが､どのように手続きした

らよいですか？ 

Ａ９  退職、休職、又は転勤など、従業員に異動があった場合は、異動が生じた

月の翌月１０日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を､特別徴

収税額決定通知書を送付した市町村に提出してください。 

 

Ｑ１０  所得税が発生しなければ、個人住民税も課税されませんか？ 

Ａ１０  所得税と個人住民税では税額の計算が異なるので、所得税が発生しなくて

も個人住民税が課税される場合があります。 
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Ｑ１１ 
 毎月､市町村に個人住民税を納入するのは面倒なのですが､他に方法はあ

りますか？ 

Ａ１１  従業員が常時１０人未満である事業者は、申請により市町村の承認を受け

て､年１２回の特別徴収税額の納期を年２回とする「納期の特例」を受ける

ことができます｡ 

 ６月から１１月までの分については１２月１０日まで､１２月から翌年５

月までの分については６月１０日までに､それぞれ納入することができます

（Ｐ５参照）。 

 

Ｑ１２  個人住民税は、特別徴収義務者（事業者）が計算しなくてもよいのですか？ 

Ａ１２  個人住民税額の計算は、１月末までに事業者から提出していただいた給与

支払報告書等に基づき､各市町村が税額を算出し通知します。事業者が給与

から差し引きする税額を計算する必要はありません（ただし、退職所得に係

る個人住民税の特別徴収を除きます（Ｐ７参照））。 

 所得税のように年末調整をする手間もありません。 

 

Ｑ１３  普通徴収より特別徴収の方が、１回の支払負担が少なくなるのですか？ 

Ａ１３  普通徴収の納期は通常年４回であるのに対し､特別徴収の納期は年１２回

なので１回あたりの納税額が少なくなります。また､納期ごとに、納税義務

者が金融機関等に出向いて納税する手間が省け､納め忘れの心配がなくなる

など､利便性が向上します。 

 

Ｑ１４  特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか？ 

Ａ１４  特別徴収義務者として指定された事業者が､従業員から徴収すべき税額を

放棄又は滞納した場合は､特別徴収義務者に対して､原則として納期限後２

０日以内に督促状が発送されます。督促状が届いても納入されない場合は､

事業者に対して滞納処分を行うこととなります。なお､その場合､脱税の罪に

問われることもあります｡また､特別徴収すべき税額に滞納がある場合､従業

員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。 

 

 

Ｑ１５ 
 事業不振のため､特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないので

すがどうしたらよいですか？ 

Ａ１５  事業者が特別徴収した徴収金は､従業員からの預り金であり､事業資金で

はありません。必ず市町村に納入してください。 
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Ｑ１６ 
 ４月１日現在は在籍していませんでしたが､その後就職した従業員がいる

場合、途中から特別徴収に切替えることはできますか？ 

Ａ１６  対象となる従業員が事業者を通じて１月１日現在の居住地の市町村に「特

別徴収切替届出（依頼）書」を送付いただければ､途中からでも特別徴収に

切り替えることができます。 

 

Ｑ１７  特別徴収の事務手順はどのようなものですか？ 

Ａ１７  次の手順となります。 

１ 毎年１月末までに市町村へ給与支払報告書を提出してください。 

２ 市町村において個人住民税の税額を計算します。 

３ 給与支払報告書提出後､４月１日現在に在籍していない従業員等がいる 

場合は、４月１５日までにその旨を異動届に記載し市町村長に届け出てく 

ださい。 

４ 事業者に対して､従業員が１月１日現在に居住する市町村から毎年５月 

 ３１日までに「特別徴収税額決定通知書｣が送付されます。 

５ 特別徴収税額決定通知書には､６月から翌年５月までに徴収すべき個人  

 住民税額(年税額及び月割税額)が記載されていますので､毎月の給与か 

 ら記載された月割税額を徴収（差し引き)してください。 

６ 徴収（差し引き）した個人住民税は､翌月の１０日までに当該市町村（又

は金融機関・ゆうちょ銀行）に納入してください。 

 

Ｑ１８ 
 給与支払額が、均等割の非課税基準（※)以下の従業員が３人だった場合、

特別徴収義務者として指定されますか？ 

Ａ１８  均等割の非課税基準以下の所得がある場合は、非課税（若しくは給与から

税額が引ききれない可能性がある）と判断されるので、普通徴収該当とする

か、又は、特別徴収義務者の指定はしますが、従業員の給与から徴収する税

額はありません。 

※非課税基準額は、各市町村によって異なります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


